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大泉町ネーミングライツパートナー募集要項 

 

　この募集要項は、以下の公共施設に企業名や商品名等を冠した愛称を付与する権利 

（以下「ネーミングライツ」という。）を取得する企業に関する募集方法等を定めたもの

です。 

 

 

１　ネーミングライツ事業の目的 

　ネーミングライツ事業は、本町と民間事業者等の契約により、民間事業者等に施設等の

愛称を付与する権利を与え、町がその対価（以下「ネーミングライツ料」という。）とし

て、金銭を得て、施設等の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てる事業です。 

ネーミングライツを民間事業者等に付与することを通じて、公民連携による施設等の魅

力向上や地域の活性化を推進するとともに、施設運営等に係る新たな財源を確保し、本町

の財政の健全化に寄与することを目的とします。 

 

 

２　対象施設 

　　※ネーミングライツ料は、町が希望する金額で、消費税及び地方消費税を除く金額で 

す。希望金額未満でも応募することができます。 

　　※ネーミングライツの期間（施設に愛称を付与する期間）は、協議により決定します。 

※契約期間中のネーミングライツ料については、毎年度一年分を町が指定する日まで

に一括で納入していただきます。年度の途中での契約については月割りで計算をし

一括で納入していただきます。 

 

 

３　募集概要 

　（１）愛称付与の条件 

　　　①町民や施設利用者に親しまれ、町民の理解が得られる愛称であることとします。 

　　　②町民や施設等利用者の混乱を避けるため、契約期間内の名称の変更はできないこ

ととします。 

　　　③愛称が定着するまで、当分の間、条例上の名称を併記する場合があります。 

 

　（２）使用できない愛称 

　　　①法律等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

　　　②人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの 

　　　③政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの 

　　　④公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

　　　⑤公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 

　　　⑥その他、愛称として使用することが適当でないと認められるもの 

 

 

施設名、 所在地、 ホームページURL

ネーミング 

ライツ料 

（年額）

契約 

期間

指定 

管理 

施設

 いずみ総合公園 町民体育館 

群馬県邑楽郡大泉町仙石三丁目２２番１号 
https://www.bunkamura.or.jp/sports/html/ss_izumi_taiikukan.html

100万円以上 ４年以上 ○
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　（３）命名権の範囲 

　　　①看板への表示 

　　　　町と協議して愛称を表示する広告物を設置することができます。ただし、設置箇

所によっては、群馬県屋外広告物条例及び同施行規則の適用を受け、設置許可申

請が必要となる場合があります。 

　　　②ネーミングライツパートナーが発行する出版物や自社のホームページなどで、 

ネーミングライツパートナーであることを広報することができます。 

　　　③町の広報紙やホームページ、指定管理者による配布物などにおける施設等名称は、

愛称の使用を基本とします。 

 

　（４）費用負担区分 

　　　ネーミングライツ料とは別に愛称の表示に伴い発生する費用負担は、原則、次のと

おりです。 

　　　①対象施設等の建物・敷地内外サイン（愛称看板等）の新設および変更に伴う費用

はネーミングライツパートナーの負担となります。 

　　　②道路標識等の表示変更は、県や関係機関と協議のうえ変更可能な表示について、

ネーミングライツパートナーが施工するものとします。 

　　　③契約期間終了後の原状回復に要する費用は、契約期間終了前にネーミングライツ

パートナーの負担と責任において原状回復していただきます。 

　　　④施設ホームページ内の名称等は町又は指定管理者が変更するものとします。 

　　　⑤施設パンフレット等の印刷物の変更は、町又は指定管理者の負担としますが、契

約締結後に新規作成する印刷物を対象とします。 

　 

（５）愛称表示以外のネーミングライツパートナー特典 

　　　①施設等への愛称表示のほか、ネーミングライツパートナー特典を設定しています。 

（別紙のとおり）。このほかにも希望されるネーミングライツパートナー特典があ

れば、ご提案ください。 

　　　②ネーミングライツパートナー特典の権利は、第３者への譲渡等はできません。 

 

 

　（６）応募資格 

　　　応募資格を有する者は、法人、事業を営んでいる個人又はそれらにより構成された

団体とします。ただし、次の事項に該当する場合は、応募することができません。 

　　　①法令等に違反している者 

　　　②風俗営業等を営む者 

　　　③貸金業を営む者 

　　　④インターネット異性紹介事業を営む者 

 
区分 町（指定管理者含）

ネーミングライツ 

パートナー
 

対象施設等の建物・敷地内外サイン 

（愛称看板等）の新設および変更  

（設計、工事、維持管理を含む。）

〇

 愛称使用期間終了後の原状回復 〇
 施設HPおよびパンフレット等の  

表示変更
〇



3 

　　　⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定す

る暴力団その他の反社会的団体及びそれらの関係者 

　　　⑥民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続中の者又は会社更生

法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続中の者 

　　　⑦行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者 

　　　⑧本町の町税等を滞納している者 

　　　⑨指定管理者制度導入施設にあっては、ネーミングライツ導入時点の指定管理者の

事業内容等と競合する事業を行う者。ただし、ネーミングライツ導入時点の指定

管理者及びその関連企業を除く。 

　　　⑩その他、広告掲載を行う者として適当でないと認められるもの 

 

　（７）応募に際しての留意事項 

　　　①必要に応じて追加書類を求めることがあります。 

　　　②提出された申請書等は、選定する以外に無断で使用しないものとします。 

　　　③提出された申請書等の変更、差替え、再提出及び返却には応じられません。 

　　　④情報公開請求があった場合は、大泉町情報公開条例に基づき公開することが 

あります。 

　　　⑤法令等に基づき保護される第三者の権利の対象となっている名称を使用して生じ

た責任は申請者が負うことになります。 

　　　⑥申請者は同一の施設において複数の申請を行うことはできません。 

　　　⑦応募に関し必要な費用は、申請者の負担となります。 

 

 

４　応募方法 

　（１）募集期間 

　　　令和６年２月９日（金）から随時申請を受け付け。 

申請を受理した後は、町ホームページで応募があった旨を概ね１ヶ月間告知し、 

告知期間満了後は募集を停止します。その後、大泉町広告等審査委員会（以下、 

「審査委員会」という。）を開催し、優先交渉者を選定します。 

 

　（２）提出書類 

　　　申込先まで次の書類を郵送又は持参にて提出してください。 

また町ホームページよりオンライン申請をすることもできます。 

　　　　・ネーミングライツ事業実施申込書（様式第１号） 

　　　　・法人の概要を記載した書類 

　　　　・定款、寄付行為その他これらに類する書類 

　　　　・法人の登記事項証明 

　　　　・直近１事業年度分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等） 

及び事業報告書 

　　　・直近１事業年度分の納税証明書（国税、都道府県税、市町村税を滞納して 

いないことを証明する書類） 

　　　※郵送又は持参の場合は、町ホームページより申込書をダウンロードして 

お申し込みください。 

 

　（３）提出部数 

　　　正本１部、副本１部（副本はコピー可） 
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　（４）提出方法 

　　　①提出書類を作成の上、申込先（別紙のとおり）に持参又は郵送により提出してく

ださい。 

　　　②郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法により提出してください。 

 

　（５）問い合わせ 

　　　問い合わせ先は、別紙のとおりです。 

　　　なお、募集期間中及び募集締切後であっても、応募の有無、他社の申請内容等の問

い合わせについては、お答えすることはできません。 

 

 

５　審査方法 

　（１）審査 

　　　審査委員会において、選定の審査を行います。 

 

　（２）優先交渉者の選定 

　　　審査委員会において、提出のあった申込書および添付書類に基づき、応募者、愛称、

ネーミングライツ料、地域貢献等の実績を総合的に審査し、優先交渉者を選定します。

応募が１者のみの場合も、ネーミングライツパートナーとしてふさわしいかどうか審

査します。 

 

　（３）失格事由 

　　　次のいずれかに該当する場合は、失格となります。 

　　　①提出書類に虚偽の記載をした場合 

　　　②提出書類に不備がある場合 

　　　③愛称使用に係る条件、応募資格に違反している場合 

　　　④その他不正行為があった場合 

 

　（４）選考結果の決定及び公表 

　　　全ての応募者に対して、選定の結果について速やかに理由を付して文書で回答する

こととします。 

　　　また、選定結果については、町ホームページで公表します。 

　　なお、選定されなかった者については、公表しないこととします。 

 

　（５）協議及び契約 

　　　町は、選定者と速やかにネーミングライツの実施に関する協議を行い、協議が整っ

た場合は、ネーミングライツパートナーとして決定し契約を締結します。契約締結後、

速やかに当該団体の名称、施設等の愛称、ネーミングライツ料、契約期間等の公表を

行います。 

　　　なお、契約に至らなかった場合、次点以下の交渉順位に沿って契約締結に向けた協

議を行います。 

 

６　その他 

　本要項により難いと判断される事項の取扱いについて、別途協議等をさせていただくこ

とがあります。



別紙

施設名 いずみ総合公園 町民体育館

所在地 群馬県邑楽郡大泉町仙石三丁目２２番１号

設置目的
町民のスポーツ活動及びレクリエーション活動を推進し、町民の交流及び明
るく健康的な生活の充実を図ることを目的に設置された施設です。

ホームページ https://www.bunkamura.or.jp/sports/html/ss_izumi_taiikukan.html

希望ネーミングライツ料
（年額）

100万円以上（消費税及び地方消費税を除く）

希望契約期間 ４年以上

①建 築 年：昭和５５年１０月
②敷　　地：いずみ総合公園内
③延床面積：５，３０８．７２㎡
④構　　造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造３階建
⑤施設概要：
　・アリーナ面積１，７９４㎡
　　（バレー、バスケット、バドミントン等）
　・サブアリーナ
　・トレーニング室
　・ランニングトラック
⑥施設管理者：
　・町民体育館指定管理者：公益財団法人大泉町スポーツ文化
　　　　　　　　　　　　　振興事業団（群馬県邑楽郡大泉町）
　・指定管理期間：令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで
　　　　　　　　　（５年間）

年間利用者数：９６，８３９人（令和元年度実績）
主なイベント
　・各種健康教室
　・スポーツ普及事業
　・各種スポーツ大会

愛称使用に係る条件
「いずみ総合公園　○○○○　大泉町民体育館」　
○○○○部分について愛称を付与して下さい。
※その他、募集要項３（１）を条件とします。

愛称看板等の設置箇所
正面玄関など
※設置箇所、大きさ・デザインなどは町と協議を行う

ネーミングライツ
パートナー
企業の特典

①代表者へのインタビューを広報紙へ掲載
（応募の動機、地域貢献への考え方などについてPRが可能）
②ネーミングライツパートナーが扱う商品やパンフレット等を展示できるス
ペースを確保（展示するための什器はご用意下さい）
（商品等の販売は不可）
③施設ホームページにネーミングライツパートナーのバナーを掲載

その他

問い合わせ先
申込先

大泉町役場　都市建設部　公園下水道課
〒３７０－０５９５
群馬県邑楽郡大泉町日の出５５番１号
（持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日は除く）までの８時３０分から１７時
１５分まで。）
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施設概要

https://www.bunkamura.or.jp/sports/html/ss_izumi_taiikukan.html

